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○白岡市都市公園条例施行規則 

平成２５年３月２９日 

規則第１６号 

白岡市都市公園条例施行規則（昭和５３年白岡町規則第４号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」

という。）及び白岡市都市公園条例（平成２５年白岡市条例第１０号。

以下「条例」という。）の実施に関し条例第４８条の規定に基づき、必

要な事項を定めるものとする。 

（都市公園移動等円滑化基準に係る園路及び広場の通路の幅等）  

第２条 条例別表第１の規定により規則で定める事項は、別表第１のとお

りとする。 

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書）  

第３条 法第５条第１項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許

可又は法第６条第２項に規定する都市公園の占用の許可に係る申請書の

様式は、様式第１号の公園施設設置等許可申請書のとおりとする。  

２ 法第５条第１項後段又は法第６条第３項に規定する変更の許可に係る

申請書の様式は、様式第２号の公園施設設置等変更許可申請書のとおり

とする。 

（行為の許可の申請書） 

第４条 条例第８条第２項に規定する都市公園において行う行為の許可に

係る申請書の様式は、様式第３号の公園内行為許可申請書のとおりとす

る。 

２ 条例第８条第２項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおり

とする。 

（１） 行商その他これに類する行為をする場合 販売品目及び販売時

間並びに現場責任者の住所及び氏名 

（２） 募金その他これに類する行為をする場合 行為の趣旨、従事す

る者の人数、方法及び行為の時間並びに現場責任者の住所及び氏名  
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（３） 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間及び写真

機の台数並びに現場責任者の住所及び氏名  

（４） 業として映画等の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人

員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏

名 

（５） 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、興行の

ため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名  

（６） 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合  

参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責

任者の住所及び氏名 

（７） 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用

する時間並びに現場責任者の住所及び氏名  

３ 条例第８条第３項に規定する変更の許可に係る申請書は、様式第４号

の公園内行為事項変更許可申請書のとおりとする。  

（許可証等の交付） 

第５条 市長は、法第５条第１項前段に規定する公園施設の設置若しくは

管理の許可又は法第６条第１項に規定する都市公園の占用の許可をした

ときは様式第５号の公園施設設置等許可証を、法第５条第１項後段又は

法第６条第３項の規定により変更の許可をしたときは様式第６号の公園

施設設置等変更許可証を、条例第８条第１項各号に規定する都市公園内

において行う行為の許可をしたときは様式第７号の公園内行為許可証を

当該申請者に交付するものとする。 

（占用許可の軽易な変更） 

第６条 条例第１３条に規定する占用許可の軽易な変更に該当する事項は、

次に掲げるものとする。 

（１） 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗

装 

（２） 占用物件の構造を変えない修繕 

（有料の公園施設等の供用時間等） 

第７条 条例第１６条第２項に規定する有料の公園施設等の供用時間及び
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休場日は、別表第２のとおりとする。ただし、市長が管理上特に必要と

認める場合は、これを変更することができる。  

２  前項ただし書の規定により、条例第３５条に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）が供用時間又は休場日を変更する場合は、

あらかじめ市長の承認を得るものとする。  

３ 有料の公園施設等は、同一の使用者が引き続き３日を超え、又は定期

的に曜日若しくは日時を指定した利用をすることはできない。ただし、

市長が特に認めるときは、この限りでない。  

（有料の公園施設等の使用手続） 

第８条 条例第１７条第１項の規定による使用の許可を受けようとする者

（以下「使用許可申請者」という。）は、様式第８号の施設利用（変更）

許可申請書を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更し

ようとするときも、同様とする。 

２ 前項の申請書の提出期間は、別表第３に掲げるところによる。ただし、

市長が特に認める場合は、この限りでない。  

３ 市長は、第１項の許可をしたときは、使用許可申請者に様式第９号の

施設利用（変更）許可書兼領収書を交付するものとする。  

（使用許可の順序） 

第９条 使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が公用又は公益上

特に必要と認めるときは、この限りでない。  

（備品貸与の申請書） 

第１０条 条例第２１条に規定する施設備付備品の貸与に係る申請書の様

式は、様式第１０号の公園施設備付備品貸与申請書のとおりとする。  

（遵守事項） 

第１１条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。  

（１） 使用許可を受けていない施設、設備等を使用すること。  

（２） 許可なく備品その他の器具を使用すること。  

（３） 騒音、怒声、放歌その他他人に迷惑をかけるような行為をする

こと。 

（使用者の責務） 
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第１２条 使用者は、有料の公園施設に特別の設備等を施し、又は変更を

加えてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでな

い。 

２ 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復

さなければならない。 

（使用料の減免） 

第１３条 条例第２３条の規定により使用料を減額し、又は免除すること

ができる場合は、次に掲げるとおりとする。  

（１） 市又は市の機関が主催する行事に使用するとき。 免除 

（２） 市内の学校及び市内の学校が加盟している団体等が学校教育上

の行事又は教育活動の一環として使用するとき。 免除 

（３） 児童又は生徒が個人的若しくは地域内団体活動として使用する

とき。 減額 

（４） 心身障害者又は心身障害者で組織する団体が使用するとき。 減

額 

（５） 市が共催することが相当と認める教室、大会に使用するとき。  

減額 

（６） 市が委託した事業に使用するとき。 免除 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 減

額又は免除 

２ 前項の規定により使用料を減額するときの減額率は、２分の１とする。 

３ 前２項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様

式第１１号の白岡市総合運動公園使用料（利用料金）減額（免除）申請

書を施設利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が認めた利用者については、この限りでない。  

４ 市長は、前項の承認をしたときは、様式第１２号の白岡市総合運動公

園使用料（利用料金）減額（免除）承認書を申請者に交付するものとす

る。 

（使用料の還付） 

第１４条 条例第２４条ただし書の規定より使用料の還付を受けようとす
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る者は、様式第１３号の還付申請書を市長に提出しなければならない。  

（有料の公園施設の使用日の振替） 

第１５条 天候その他使用者の責めに帰することができない理由により有

料の公園施設等を使用することができなくなった場合は、市長は、別に

使用日を定めて使用させることができる。  

（公示の方法等） 

第１６条 条例第３０条第１項第１号の規則で定める場所は、白岡市掲示

場とする。 

２ 条例第３０条第２項の規則で定める様式は、様式第１４号の保管工作

物等一覧簿のとおりとする。 

３ 条例第３０条第２項の規則で定める場所は、市長の指定する場所とす

る。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続）  

第１７条 条例第３２条の規定による保管した工作物等の売却は、一般競

争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に付して行わな

ければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等そ

の他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等について

は、随意契約により売却することができる。  

（返還の手続） 

第１８条 条例第３３条の規則で定める様式は、様式第１５号の工作物等

受領書のとおりとする。 

２ 法第２７条第４項の規定により保管した工作物等（同条第６項の規定

により売却した代金を含む。）を返還するときは、返還を受ける者にそ

の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってそ

の者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、

かつ、様式第１５号の工作物等受領書と引換えに返還するものとする。  

（読替規定）  

第１９条  指定管理者に都市公園の管理に関する業務を行わせる場合にお  

ける第５条（条例第８条第１項各号に規定する都市公園内において行う  

行為の許可をしたときに限る。）、第７条（第３項を除く。）から第９  
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条まで、第１３条（見出しを含む。）、第１４条（見出しを含む。）及  

び第１５条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるの  

は「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。  

（指定管理者の指定の申請）  

第２０条  条例第３７条に規定する指定管理者の指定の申請は、市長が定  

める期限までに、様式第１６号の白岡市総合運動公園指定管理者指定申  

請書に次に掲げる書面を添えて、市長に提出することにより行わなけれ

ばならない。  

（１）  定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる  

書類  

（２）  市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれ

らに準ずる書類  

（３）  市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産

増減計画書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに

準ずる書類  

（４）  組織及び運営に関する事項を記載した書類  

（５）  管理業務の実施に関する計画を記載した書類  

（６）  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

（指定等の通知）  

第２１条  市長は、条例第３９条第１項の規定による選定をしたときは、

指定管理者の申請者に対し、様式第１７号の白岡市総合運動公園指定管

理者候補者選定結果通知書により通知するものとする。  

２  市長は、条例第３９条第１項の規定による指定をしたときは、指定管

理者の申請者に対し、様式第１８号の白岡市総合運動公園指定管理者指

定通知書により通知するものとする。  

３  市長は、条例第３９条第１項の規定による指定をしなかったときは、

指定管理者の申請者に対し、様式第１９号の白岡市総合運動公園指定管

理者不指定通知書により通知するものとする。  

（事業報告書）  

第２２条  条例第４１条に規定する事業報告書は、様式第２０号の白岡市
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総合運動公園指定管理者事業報告書によるものとする。  

（指定の取消し等）  

第２３条  市長は、条例第４２条第１項の規定による指定の取消し又は管

理業務の停止をしたときは、様式第２１号の白岡市総合運動公園指定管

理者指定取消等通知書により通知するものとする。  

（その他） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則（令和７年８月１８日規則第３７号）  

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に第１条の規定による改正前の白岡市都市公園

条例施行規則、第２条の規定による改正前の白岡市勤労者体育センター

条例施行規則及び第３条の規定による改正前の白岡市市民テニスコート

条例施行規則の様式の規定に基づいて作成された用紙は、この規則の規

定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 
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別表第１（第２条関係） 

項 条例別表第１の規定 項目 内容 

１ （１）ア（ア）本文 通路の幅 １８０センチメートル 

２ （１）ア（ア）ただ

し書 

通路の幅の縮小 通路の末端の付近の広さを

車椅子の転回に支障のない

ものとし、かつ、５０メー

トル以内ごとに車椅子が転

回することができる広さの

場所を設けた場合は、通路

の幅を１２０センチメート

ルまで縮小することができ

ること。 

３ （２）ア（ア）本文 出入口の幅 １２０センチメートル 

４ （２）ア（ア）ただ

し書 

出入口の幅の縮小 出入口の幅を８０センチメ

ートルまで縮小することが

できること。 

５ （３）イ（ア） 出入口に設ける戸

の幅 

８０センチメートル 

６ （４）イ（ア）本文 通路の幅 １２０センチメートル 

７ （４）イ（ア）ただ

し書 

通路の幅の縮小 通路の末端の付近の広さを

車椅子の転回に支障のない

ものとした場合は、通路の

幅を８０センチメートルま

で縮小することができるこ

と。 

８ （４）イ（エ）本文 縦断勾配及び横断

勾配の値 

縦断勾配は５パーセント、

横断勾配は１パーセント 

９ （４）イ（エ）ただ 縦断勾配及び横断 縦断勾配は８パーセント以
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し書 勾配の値の超過 下、横断勾配は２パーセン

ト以下とすることができる

こと。 

１０ （４）ウ（次項に該

当するものを除く。） 

収容定員の規模に

応じた車椅子使用

者用観覧スペース

の数 

収容定員が２００人以下の

場合は当該収容定員に５０

分の１を乗じて得た数、収

容定員が２００人を超える

場合は当該収容定員に１０

０分の１を乗じて得た数に

２を加えた数 

１１ （４）ウ（ア） 車椅子使用者用観

覧スペースの幅及

び奥行き 

幅は９０センチメートル、

奥行きは１２０センチメー

トル 

１２ （５）ア 車椅子使用者用駐

車施設の幅 

３５０センチメートル 

１３ （６）ア（イ） 受け口の高さ ３５センチメートル 

１４ （６）ウ（ア）a 出入口の幅 ８０センチメートル 

１５ （６）ウ（ア）e（a） 出入口に設ける戸

の幅 

８０センチメートル 

別表第２（第７条関係） 

公園名 施設名 供用時間 休場日 

白岡市総

合運動公

園 

陸上競技場 

野球場 

多目的広場 

サブグランド 

平日 午前９時か

ら午後６時まで 

土曜日、日曜日及び

祝日 午前７時か

ら午後６時まで 

（１） 火曜日 

（２） 国民の祝日に関す

る法律（法律第１７８号）

に定める休日（以下「祝

日」という。）の翌日。

ただし、この日が前号に

規定する休場日、土曜日、

日曜日及び祝日にあたる

テニスコート 平日 午前９時か

ら午後９時まで 

土曜日、日曜日及び
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祝日 午前７時か

ら午後６時まで 

ときは、その翌日 

（３） １月１日、３日及

び１２月２９日から同月

３１日まで 

注 平日とは、月曜日から金曜日まで（休場日を除く。）をいう。  

別表第３（第８条関係） 

区分 使用受付期間 

白岡市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮

代町、杉戸町及び春日部市（以下「７

市町」という。）に居住する者が利用

する場合 

利用日の２月前から利用日当日まで  

７市町以外に居住する者が利用する

場合（市内の事業所に勤務し、又は市

内の学校に在学する者を除く。）  

利用日の１月前から利用日当日まで  
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